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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第945号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林予定森林の所在場所

大島郡喜界町大字志戸桶字味意1520番６，字濱崎4545番24

２ 指定の目的

潮害の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び喜界

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 又 は 診 療 所 辞退年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

公益財団法人慈愛会きょらク 奄美市名瀬入舟町４番１号 平成25年 精神通院医療

リニック 12月１日

垂水徳洲会病院 垂水市田神12－２ 平成29年 精神通院医療

４月１日

指宿温泉病院 指宿市西方1050番地 平成29年 精神通院医療

９月30日

岩川病院 曽於市末吉町岩崎2176 平成30年 精神通院医療

８月31日

大蔵医院 大島郡知名町知名16－２ 平成30年 精神通院医療

９月20日

鹿児島県告示第947号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 辞退年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ｍｙ薬局あいら 姶良市西餅田940番５ 平成30年 精神通院医療

８月31日

スマイル薬局出水店 出水市六月田町363番地 平成30年 精神通院医療

９月30日

照国調剤薬局 鹿児島市照国町13番15号県歯 平成30年 精神通院医療

科医師会館１階 10月１日

鹿児島県告示第948号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

オレンジ玉里薬局 鹿児島市下伊敷一丁目24番13 平成30年 精神通院医療

号 10月１日

アトム薬局二号店 鹿児島市下竜尾町４番７号 平成30年 精神通院医療

10月１日

グリーンハート薬局 鹿児島市上荒田町33番５号 平成30年 精神通院医療

10月１日

南さつま調剤薬局 南九州市川辺町永田4164－14 平成30年 精神通院医療

10月１日

スマイル薬局出水店 出水市六月田町363番地 平成30年 精神通院医療

10月１日

蒲生薬局 姶良市蒲生町上久徳2529番地 平成30年 精神通院医療

10月１日
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蒲生薬局まちかみ支店 姶良市蒲生町上久徳2538番地 平成30年 精神通院医療

10月１日

よつば薬局 鹿屋市旭原町2569番10号 平成30年 精神通院医療

10月１日

鹿児島県告示第949号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

指定訪問看護事業者，指定居

宅サービス事業者又は指定介 事 業 所
更新年月 自立支援医療

護予防サービス事業者
日 の種類

主たる事務所
名 称 名 称 所 在 地

の所在地

公益社団法人 摩川内市大 川内市医師会 摩川内市大 平成30年 育成医療・更

川内市医師会 小路町70番26 訪問看護ステ 小路町70番26 10月１日 生医療

号 ーション 号

鹿児島県告示第950号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問看護ステー 伊 佐 市 大 口 里 医療法人明和会 伊 佐 市 大 口 里 川添 康郎 平成30年 訪 問 看 護

ションあさひ 354番地１ 354番地１ ３月31日

訪問介護ステー 鹿 屋 市 田 崎 町 特定非営利活動 鹿屋市白崎町18 末吉 博人 平成30年 訪 問 介 護

ションたさき 2815－１ 法人いち・に・ 番26号 ９月3 0日

さん

デイサービスい 鹿 屋 市 田 崎 町 特定非営利活動 鹿屋市白崎町18 末吉 博人 平成30年 通 所 介 護

ち・に・さん 2837番地７ 法人いち・に・ 番26号 ９月3 0日

さん

鹿児島県告示第951号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ＮＰＯ隣の会ピ 鹿屋市笠之原町 特定非営利活動 鹿屋市笠之原町 齋藤 鈴子 平成30年 通 所 介 護

アハウス 7401番地５ 法人隣の会 7402番地５ ９ 月 １ 日

ヘルパーステー 鹿屋市寿二丁目 株式会社ひなた 鹿屋市寿二丁目 角﨑 清英 平成30年 訪 問 介 護

ションひなた ８番４号昭栄ビ ８番４号昭栄ビ ９月13日

ル１階 ル１階
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鹿児島県告示第952号

介護保険法（平成９年法律第123号）第91条の規定により，指定介護老人福祉施設から次の

とおり指定の辞退について届出があった。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

施 設 指定介護老人福祉施設の開設者
辞 退 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

特別養護老人ホ 摩川内市鹿島 社会福祉法人 摩川内市永利 今別府哲矢 平成30年 介 護 福 祉

ーム鹿島園 町藺牟田1443番 摩川内市社会福 町4107番地１ ９月30日 施 設 サ ー

地１ 祉協議会 ビ ス

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成30年10月16日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

（２工区）

垂水市浜平字新村2098番１の一部，2099番１の一部，2100番１の一部，2105番４，2105番

５，2106番３の一部，2107番の一部，2107番４の一部，2108番，2108番１，2108番２，2108

番３及び2109番３

２ 公共施設の種類，位置及び区域

消防の用に供する貯水施設 垂水市浜平字新村2106番３の一部及び2107番４の一部

３ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

垂水市上町114番地

垂水市土地開発公社

理事長 尾脇雅弥

鹿児島県公安委員会告示第100号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成30年10月16日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 Ｐぱちんこ新鬼武者２Ｓ５ 京楽産業．株式会社 8P0576

ぱちんこ遊技機 Ｐぱちんこ新鬼武者２Ｓ７ 京楽産業．株式会社 8P0590

ぱちんこ遊技機 ＣＲクジラッキーＹＣＡ 株式会社サンスリー 7P1920

ぱちんこ遊技機 ＰＡデジハネ北斗の拳７天破ＳＴ サミー株式会社 8P0616

ＪＢ

回胴式遊技機 ＳヱヴァンゲリヲンＡＴ７７７Ｓ 株式会社ビスティ 8S0626

Ｋ

公 告

公 安 委 員 会 告 示


